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重 要 事 項 説 明 書           

（認知症対応型共同生活介護） 

（介護予防認知症対応型共同生活介護） 

 

  あなたに対する（介護予防）認知症対応型共同生活介護の提供にあたり、介

護保険法に関する厚生省令３７号８条に基づいて、当事業者があなたに説明す

べき事項は次のとおりです。 

 

１．事業者の概要 

事業者の名称  社会福祉法人  渓仁会 

主たる事務所の所在地  札幌市中央区北 3 条西 28 丁目 2 番 1 号 

法人種別  社会福祉法人   

代表者の氏名  理事長  谷内 好 

電話番号  （０１１）６４０－６７６７ 

 

２．ご利用施設 

施設の名称 認知症対応型共同生活介護事業 

    グループホーム白石の郷 

施設の所在地 札幌市白石区本郷通３丁目南１－１６ 

都道府県知事許可番号 ０１７０５０１０３５ 

施設長の氏名 所長 奈良 姫佐子 

電話番号 （０１１）８６４－５８６１ 

ＦＡＸ番号 （０１１）８６４－３１０７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

３．併設施設にて実施している事業 

事業の種類 
都道府県知事の指定 

備  考 
指定年月日 利用定員 

介護保健施設サービス 平成 12 年４月１日 
１００名 

 

短期入所療養介護 平成 12 年４月１日  

ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ 平成 12 年４月１日   

居宅介護支援事業所 平成 12 年４月１日   

通所リハビリテーション 平成 12 年４月１日 ５５名  

小規模多機能型居宅介護 令和 3 年 10 月 1 日 ２９名  

短期入所生活介護 平成 16 年 9 月 1 日 １９名  

介護予防センター 平成 18 年 4 月 1 日   

地域包括支援センター 平成 18 年 4 月 1 日   

 

４．施設の目的・運営の方針・運営理念 

施設の目的 

認知症によって自立した生活が困難になった利用者に対

して、家庭的な生活空間のなか食事、入浴､排泄等のお世

話を行うことにより､尊厳をもって利用者がその有する

能力に応じ、可能な限り自立した生活が送られるよう支

援する事を目的とします。 

運営の方針 

認知症対応型共同生活介護事業を運営するにあたり、介

護保険法並びに関係する厚生省令､告示の趣旨及び内容

に沿ったサービスの提供に努め、常に入居者に必要な援

助を行い安心して日常生活を送ることが出来るよう配慮

することに努めます。 

運営理念 

私達は、認知症という生活障害を持つ高齢者と家族が、

地域のなかでその人らしい生活を安心して送る事が出来

るよう、福祉・医療連携のもとサポートいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

５．入・退居の条件 

入居の条件 

・ 要介護又は要支援２で認知症の診断を受けている方 

・ おおむね身辺の自立が出来ており、共同生活を送るの

に支障のない方 

・ 病状的に安定し、常時医療機関による治療の必要のな

い方 

退居の条件 

・ 要介護認定の更新において自立・要支援１と認定され

た場合 

・ 利用料等の滞納があり、契約の解除通告をし、予告期

間が満了した場合 

・ 入院等により 90 日以上グループホームを離れる事が

決まり、かつその移転先の受け入れが可能となった時 

・ 自傷・他害行為を繰り返し、十分な介護をつくしても

これを防止できないとき 

 

６．施設の概要 

認知症対応型共同生活介護事業所グループホーム白石の郷 

敷         地 敷地面積７２５．１５㎡ 

建 物 

構  造 鉄筋コンクリート造３階建 

廷床面積 １，２５１．５２㎡ 

利用定員 １８名（１ユニット 9 名×２） 

 

  主な設備 

設備の種類 数 面  積 備  考 

食堂兼台所 2      44．65  

入居室 18 A 20・B 17  

和室 2      7．62  

談話室 2 4．53  

浴室 4 2．78  

洗面所 18 0．7  

トイレ 18 1．4  

スタッフルーム 2 7．87  

 

 

 

 

 

 



   

  

７． 職員体制 

 

 さくら通り（２階） 

従業者の職種 
区     分 

専任 兼任 兼務する職種 
常勤 非常勤 

管理者 １  〇  さくら通り管理者 

管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。 

計画作成担当者 １  ○ ○ さくら通り介護員 

計画作成担当者は、それぞれの入居者の状況に応じた介護計画を作成すると共 

に介護員業務を行う。 

介護員 8  7 2 さくら通り計画作成担当者 

  介護員は、指定（介護予防）認知症生活介護の提供を行う。 

看護師  1  〇 わかば通り看護師 

  看護師は、それぞれの入居者の健康管理及び必要に応じた医療処置を行う。 

 

わかば通り（３階） 

従業者の職種 
区     分 

専任 兼任 兼務する職種 
常勤 非常勤 

管理者 １   〇 わかば通り管理者 

管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。 

計画作成担当者 １  〇  わかば通り介護員 

計画作成担当者は、それぞれの入居者の状況に応じた介護計画を作成すると共 

に介護員業務を行う。 

介護員 7  7 1 わかば通り計画作成担当者 

  介護員は、指定（介護予防）認知症生活介護の提供を行う。 

看護師  1  〇 さくら通り看護師 

  看護師は、それぞれの入居者の健康管理及び必要に応じた医療処置を行う。 

 

 

８．勤務体制 

昼間の勤務体制 早番  ７：３０～１６：３０ 

日勤  ８：３０～１７：３０ 

遅番 １０：３０～１９：３０ 

夜間の勤務体制 １６：００～１０：００ 

 

 

 

 

 



   

  

９．サービスの種別と内容 

 （１）介護保険給付によるサービス 

（介護保険の１割・２割・３割自己負担） 

サービスの種別 内         容 

食事の介助・支援 

食事時間 

朝食７：３０ 昼食１２：００ 夕食１７：３０  

食堂でお食べ下さい。食べられないものやアレルギー等

がある場合は事前にご相談下さい。 

入浴の介助・支援 
利用者の状況と希望に応じて介助・見守りの元、入浴し

ていただきます。 

排泄の介助・支援 
利用者の状況に応じて介助を行うと共に､排泄の自立に

ついても適切な援助を行います。 

健康管理 併設施設の看護婦と共に日頃の健康管理に努めます。 

レクリエーショ

ン 

各種レクリエーション、行事を用意しております。参加

されるか否かは任意です。 

相談及び援助 利用者とその家族からのご相談に応じます。 

その他 その他の日常生活に関わる援助を行います。 

 

① 介護保険 １割負担 

要介護度 30 日あたりの自己負担額 

要支援２ 約 ２９，３３０円 

要介護１ 約 ２９，４７４円 

要介護２ 約 ３０，７３８円 

要介護３ 約 ３１，６０４円 

要介護４ 約 ３２，１８１円 

要介護５ 約 ３２，７９４円 

1 上記には、サービス提供体制強化加算Ⅰ 日額約２２円を含みます。 

2 上記には、医療連携体制加算Ⅰ・Ⅱ 日額約４２円を含みます。 

3 上記には、介護職員等処遇体制加算が含まれます（総単価数の１８．６％） 

 4 上記には、口腔衛生管理体制加算 日額薬１円を含みます 

 5 上記には、認知症専門ケア加算Ⅰ 日額約３円を含みます。 

 

 

 

 

 



   

  

② 介護保険２割負 

   

 

 

 

 

 

 

 

1 上記には、サービス提供体制強化加算Ⅰ 日額約４４円を含みます。 

2 上記には、医療連携体制加算Ⅰ・Ⅱ 日額約８４円を含みます。 

3 上記には、介護職員等処遇改善加算を含まれます（総単位数の１８．６％） 

4 上記には、口腔衛生管理体制加算 日額約２円を含みます。 

5 上記には、認知症専門ケア加算Ⅰ 日額約６円を含みます。 

 

③介護保険３割負担 

   

 

 

 

 

 

 

 

1 上記には、サービス提供体制強化加算Ⅰ 日額約６６円を含みます。 

2 上記には、医療連携体制加算Ⅰ・Ⅱ 日額約１２６円を含みます。 

3 上記には、介護職員等処遇改善加算を含みます（総単位数の１８．６％） 

 4 上記には、口腔衛生管理体制加算 日額約３円を含みます。 

5 上記には、認知症専門ケア加算Ⅰ 日額約９円を含みます。 

 

 

 

 

 

 

要介護度 30 日あたりの自己負担額 

要支援２ 約 ５８，６６０円 

要介護１ 約 ５８，９４８円 

要介護２ 約 ６１，４７６円 

要介護３ 約 ６３，２０８円 

要介護４ 約 ６４，３６２円 

要介護５ 約 ６５，５８８円 

要介護度 30 日あたりの自己負担額 

要支援２ 約 ８７，９９０円 

要介護１ 約 ８８，４２２円 

要介護２ 約 ９２，２１４円 

要介護３ 約 ９４，８１２円 

要介護４ 約 ９６，５４３円 

要介護５ 約 ９８，３８２円 



   

  

（２）介護保険給付外サービス 

※上記の金額設定については、見直しをすることもあります。 

 

（３）入居月・退居月の費用負担について 

種別 内容 日割り負担内容 

入居月の費用負担 入居された日から、日割りに

て、ご負担頂きます。 

家賃 

光熱水費 

食事料金（提供した日から

算定） 

退居月の費用負担 お部屋から荷物をすべて撤去

される日を退去日とし、退去

日までを日割りにてご負担頂

きます。 

家賃 

光熱水費 

食事料（提供した日まで算定） 

 

 

 

 

種別 内容 自己負担額 

食事の提供 食事の提供に関わる費用 １日   1､400 円 

居室の提供 

居室の提供に関わる費用 

        （１ヶ月） 

家賃Ａ  60，000 円 

家賃Ｂ  54，000 円 
生活保護受給者の場合、札

幌市の住宅扶助支給限度額

に準じる 

光熱水費  30,000 円 

敷金  家賃 1 ｹ月分 

      （入居月） 

 

おむつの提供 
入居者の身体の状況に応じて

自己負担となります。 

実費にて各自ご負担し

て頂いております。 

理・美容 
希望に応じて利用してい頂

き、自己負担となります。 

実費にて各自ご負担し

て頂いております。 

医療 
医療費 実費にて各自ご負担し

て頂いております。 

個人消耗品の費用 
個人で使用した品は実費精算

で自己負担となります。 

実費にて各自ご負担し

て頂いております。 

金銭管理 

金銭を自己管理できる方のみ

です。困難な方は、立て替え後

に、利用料金と共に引き落とし

させて頂きます。 

お預かりや、管理の代

行は行っておりませ

ん。 



   

  

10．個人情報保護 

・ 個人情報の取扱いにあたり、「個人情報の保護に関する法律」やガイドライ

ン、守秘義務に関する他の法令等に加え、法人が定める当該基本方針や就業

規則等の内規を遵守することにより、入居者やご家族に関する情報を適正に

保護します。 

・ サービスを提供する上で知り得た入居者やご家族に関する個人情報につい

ては入居者又は第三者の生命、身体等に危険がある場合など正当な理由があ

る場合を除いて、契約中及び契約終了後、第三者に漏らすことはありません。 

・ あらかじめ文書により入居者やご家族の同意を得た場合は上記の規定にか

かわらず、一定の条件の下で個人情報を利用できるものとします。 

・ 業務上知り得た入居者及びご家族の秘密を保持させるため、在職中は元より、

職員の退職後においてもこれらの秘密を保持させるべき旨を雇用契約の内

容とします。 

・ 個人情報に関する苦情の申立てや相談があった場合は、下記「11．苦情等申

立窓口」の規定に従い迅速かつ適切な処理に努めます。 

なお、「11．苦情等申立窓口」以外の相談窓口は次のとおりです。 

 

① 北海道総務部法制文書課行政情報センター 011－231－4111 

② 札幌市総務局行政部行政情報課      011－211－2132 

③ 札幌市消費者センター          011－211－2245 

④ 国民生活センター            03－5475－3711 

 

11．苦情等申立窓口 

当施設のサービスについて、ご不明の点や疑問、苦情がございましたら、以

下までご相談ください。 

①苦情受付担当者  奈良 姫佐子（所長） 

 ②北海道福祉サービス運営適正化委員会  （011－204－6310  

ＦＡＸ011―204－6311） 

③北海道国民健康保健団体連合会     （011－231－5156 

                      ＦＡＸ011－231－5178） 

 ④札幌市福祉サービス苦情センター    （011－632－0550 

                       ＦＡＸ011－613－5486） 

⑤第三者委員    奥田 龍人（連絡先 011－717－6001） 

           大能 文昭 (連絡先 011－281－6113) 

 



   

  

苦情（クレーム）受付の流れ 

苦情申出人 

（ご利用者様、ご家族様、代理人、民生委員、事業所の職員か福祉等サービスの 

提供に関する状況を具体的に把握している者） 

 

 

苦情の（クレーム）の受理 

・苦情を受け付けた職員は、その内容を傾聴し、苦情として受理します。 

・ご意見箱に投書された苦情は、所長が内容を確認し苦情として受理します。 

・公正・中立な立場として第三者（第三者委員）が苦情を受理することもできます。 

 

 

苦情への対応方法 

・苦情受理者は、その具体的内容を定められた「苦情内容記録票」に」記載し、所長

へ提出します。 

 ・所長は苦情の内容を確認し、対応策と再発防止策を講じ、職員への指導を実施する

と共に品質管理責任者へ報告します。 

 ・所長は苦情への対応策と再発防止策を苦情申出人、又は必要に応じて第三者委員へ

報告し、ご理解をいただきます 

 ・第三者委員が受理した苦情は、その内容を確認し、解決策の調整や助言を致します。 

 

 

 

 

再発防止策 

当施設では、毎月の運営会議にて苦情内容及び対応策や苦情や事故にいたら 

なかった事例（ヒヤリ・ハット）を検証し、職員全員で再発防止に取り組み 

ます。 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

サービスご利用にあたっての禁止事項 

   

①職員に対する暴言・暴力、いやがらせ、誹謗中傷などの迷惑行為 

②パワーハラスメント、セクシャルハラスメントなどの行為 

 〇パワーハラスメント例 

 ・物を投げつける、叩く、蹴る、手を払いのける、唾を吐く 

服を引きちぎる 等 

 ・怒鳴る、奇声、大声、恫喝、威圧的な態度、理不尽な要求 等 

 〇セクシャルハラスメント例 

 ・必要もなく体を触る、ヌード写真を見せる、性的な話をする 

手を握る 等 

③無断で職員の写真や動画を撮影すること、また、無断で録音等を行うこと。 

④その他前各号に準ずる行為 

 上記行為などにより、健全な信頼関係を築くことが出来ないと判断した場合 

は、サービスの中止や契約を解除する場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

12．協力医療機関 

医療機関の名称 医療法人  渓仁会  札幌西円山病院 

所在地 札幌市中央区円山西町４丁目７番２５号 

電話番号 （０１１）６４２－４１２１ 

診療科 内科、リハビリテーション科、歯科 

入院設備 有り 

 

医療機関の名称 医療法人社団 平郁会 札幌在宅クリニックそよ風・白石 

所在地 札幌市白石区東札幌１条２丁目３-１１ 

電話番号 （０１１）７９９―０６１１ 

診療科 内科  

入院設備 無し 

 

医療機関の名称 医療法人社団郁栄会 札幌ピースデンタルクリニック 

所在地 札幌市北区北１７条西４丁目２番３２号 クレスト 18 2 階 

電話番号 ０１１－７０８－７１９２ 

診療科 歯科 

入院設備 無し 

 

 

13．非常災害時の対策 

災害時の対応 
別途定める「コミュニティホーム白石消防計画」にのっとり

対応を行います。 

平常時の訓練 

別途定める「コミュニティホーム白石消防計画」にのっとり

年２回夜間及び昼間を想定した避難訓練を入居者の方も参

加して実施します。 

事業継続計画 
別途定める「コミュニティホーム白石事業継続計画（BCP）」

にのっとり対応を行います。 

防災設備 

避難階段、自動火災報知器、誘導灯、防火扉、非常通報装置、

漏電火災報知器、カーテン等は防火性能のあるものを使用し

ております。 

消防計画等 
白石消防所への届出日  令和７年８月１日 

防火管理者  加藤 健一 

 

 

 

 

 

 



   

  

 

14．当施設ご利用の際にご留意いただく事項 

居室・設備・器具の 

利用 

施設内の居室や設備、器具は本来の用法に従ってご利用

下さい。その他工作を加えるようなことは禁止いたしま

す。これに反したご利用により破損等が生じた場合、弁

償していただくことがあります。 

来訪・面会 

来訪者は､面会時間 9 時から 19 時までを原則として必ず

その都度職員に届け出てください。来訪者が宿泊される

場合必ず許可を得てください。 

外出・外泊 
外出、外泊の際には必ず「外出・外泊届」を記入し職員

に提出して下さい。 

喫煙・飲酒 

建物内は禁煙となっております。 

飲酒は、他者の迷惑にならないよう節度を持ってお楽し

み下さい。 

迷惑行為等 騒音等他の利用者の迷惑になる行為はご遠慮願います。 

危険物使用 
法令危険物及びマッチ・ローソク等の火気、ナイフ・か

みそり等の刃物の持込は、禁止いたします。 

所持金品の管理 
ご本人、ご家族にて管理をお願いします。金銭管理の代

行は行っておりません。 

宗教活動・政治活動 
施設内での他の利用者に対する執拗な宗教活動及び政治

活動はご遠慮下さい。 

動物飼育 施設内へのペットの持ち込み及び飼育はお断りします。 

支払方法 

利用料のお支払いは口座振替（自動引き落し）にてお願

いします。 

口座振替の場合は毎月２０日を振替(引き落し日)とし、

２０日が土・日・祝日又は、金融機関が休業日の場合は

翌営業日が引き落とし日になります。 

尚、振込みの場合は下記口座までお願いします。 

 

取扱い銀行  北海道銀行  白石支店 

口座番号    普通  １５６ ０８００２０４ 

口座名義    福）渓仁会 

            グループホーム白石の郷 

              理事長  谷内 好 

 

 

 

 

 

 



   

  

 

15．事故発生時の対応及び加入保険 

事故発生時

の対応 

サービスの提供により事故が発生した場合には、応急処置や医療機

関へ連絡等の必要な措置を講ずるとともに、ご家族への連絡をいた

します。また、必要に応じて札幌市へ報告いたします。 

事故後の対

応 

事故発生の原因検分し、再発防止策を講じます。必要に応じてご家

族への協力もお願いすることがあります。 

保険会社 あいおいニッセイ同和損保 

種  類 賠償責任保険・介護保険事業者・社会福祉施設特別約款  

証券番号 Ｆ175791246  

保険契約者 社会福祉法人 渓仁会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

 

令和   年   月   日 

 

 

 

（介護予防）認知症対応型共同生活介護の提供の開始に際し、本 

 

書面に基づき重要事項の説明を行いました。 

 

 

 

 

認知症対応型共同生活介護事業 グループホーム白石の郷 

 

 

 

担当説明者             印 

 

 

所 長              印 

 

 

 

本書面に基づき重要事項の説明を受けました。 

 

入居者名              印 

 

身元引受人             印 （続柄     ） 

 


